
◆弊事務所において受任した件についての報酬額は、下記の報酬基準を目安として、当事者間の合意による。
◆創業間もないベンチャー企業や資金に乏しい個人等の依頼人に対しては、別途、個別に配慮を行う場合がある。
◆この報酬基準はあくまでも原則であって、これに拘束されるものではなく、またこれを大幅に上回ることは原則としてない。
◆報酬基準中に手数料の増減が定められている場合、見積書記載金額からの増額が生じる場合には必ず事前の協議を行う。
◆実用新案・意匠・商標関連で本表に定めのないものは特許の例を参考に当事者間の合意による。
◆本表に定めのないものは当事者間の合意による。

【出願前】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

相談料(30分まで) 無料
＋30分を超える1時間毎 15,000 *1

特許等調査(3時間まで) 40,000 *2
＋3時間を越える1時間毎 10,000

*1 調査範囲により、手数料を増減することがある。
*2 主に日本国特・実・意・商文献調査と報告書作成。

【特許出願】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

基本特許出願 180,000 16,000 出願報酬の40% *1,*3,*4,*5,*7
国内優先権主張伴う特許出願 120,000 16,000 基礎出願報酬の40% *1,*2,*3,*4,*6,*7

 ＋2項目～10項目請求項加算額(1項につき) 10,000 手数料の40%(4,000) *1
 ＋11項目～20項目請求項加算額(1項につき) 7,000 手数料の40%(2,800) *1

 ＋21項目以降請求項加算額(1項につき) 4,000 手数料の40%(1,600) *1
＋国内における優先権の主張 13,000

 ＋２以上の優先権の主張加算額（1件につき） 9,000
 ＋新規性喪失例外規定適用申請(刊行物記載) 21,000
 ＋新規性喪失例外規定適用申請(刊行物記載以外) 40,000

 ＋タイプ代(5ページを超える明細書の1ページにつき) 5,000
＋図面代(1図面につき) 4,000
＋図面電子化手数料(1図面につき) 1,500

存続期間延長登録出願(1件目) 120,000 74,000 手数料の40%(48,000) *5
 存続期間延長登録出願(2件目以降) 80,000 74,000 手数料の40%(32,000) *8

*1 願書・明細書(5ページ)・請求の範囲(請求項数1)・要約書を含む。
*2 弊事務所で基礎出願受任の場合に限る。
*3 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%の範囲で増減することがある。
*4 依頼人が弊事務所の準備する書式の発明表を作成した場合、20%を上限に手数料を減額することがある。
*5 出願報酬には基本手数料と請求項毎の追加料金を含む。ただし、タイプ代、図面代、印紙代を含まない。
*6 基礎出願報酬は、複数の基礎出願がある場合これらの出願報酬の最高額とする。
*7 手数料には印紙代を含まない。
*8 弊事務所で1件目の延長登録出願受任の場合に限る。

【特許出願中間手続】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

 出願審査請求書の提出(請求項1項目) 9,500 172,600
 ＋2項目以降請求項加算額(1項につき) 4,000

方式補正 12,500
 優先審査に関する書類提出(出願人の場合) 60,000 *1,*3,*7
 優先審査に関する書類提出(実施者の場合) 95,000 *1,*7

早期審査に関する書類提出 12,500
意見書 60,000 手数料の40%(4,000) *1,*2,*3,*4,*6

 ＋2項目以降請求項加算額(1項につき) 3,000 手数料の40%(4,000)
 手続補正書またはその他の中間手続 60,000 手数料の40%(4,000) *1,*2,*3,*4,*6

 ＋増加する請求項加算額(1項につき) 10,000 4,000 手数料の40%(4,000) *5,*6
出願公開請求 9,500
審査官等との面接及びその準備 35,000 *1
その他の形式的な中間手続 9,500
情報提供(刊行物記載) 60,000 *1,*7
情報提供(刊行物記載以外) 90,000 *1,*7
審査請求の取り下げ 9,500

*1 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%の範囲で増減することがある。
*2 補正により請求項数が減少した場合、謝金から減少した請求項数×4,000を減額する。
*3 弊事務所で受任の出願の場合は手数料を20%を上限に減額することがある。
*4 意見書と手続補正書を同時提出する場合、手数料を40%を上限に減額することがある。
*5 増加する請求項数が11を超える場合は、特許出願時の請求項加算額の例による。
*6 弊事務所で受任の出願の場合は、意見書・手続補正書自体について謝金の請求は行わない。
*7 手続に必要な口頭鑑定を含む。
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【特許査定時等】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

料金納付(請求項1項目) 9,500 42,300 *1
＋2項目以降請求項加算額(1項につき) 3,300 *1

*1 印紙代は１～3年目の特許料である。4年目以降は特許法107条1項に定められる特許料が必要。

【特許関係の審判・訴訟等】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

拒絶査定に対する審判事件 190,000 55,000 手数料の40%(76,000) *1,*2,*4
＋2項目以降の請求項加算額 6,500 5,500 手数料の40%(2,600) *1,*2,*4

訂正の審判事件 170,000 55,000 手数料の40%(68,000) *1,*2,*4
＋2項目以降の請求項加算額 6,500 5,500 手数料の40%(2,600) *1,*2,*4

無効審判事件 380,000 55,000 手数料の40%(152,000) *1,*2,*3
＋2項目以降の請求項加算額 6,500 5,500 手数料の40%(2,600) *1,*2

審判参加事件 200,000 55,000 手数料の40%(80,000) *1,*2
早期審理に関する書類の提出 75,000 *2
判定事件 290,000 40,000 *2,*3,*4
裁定事件 120,000 55,000 *2,*3,*4
無効審判事件に伴う訂正請求 110,000 55,000 手数料の40%(44,000) *1,*2,*4

＋2項目以降の請求項加算額 6,500 5,500 手数料の40%(2,600) *1,*2,*4
行政不服審査法による事件 120,000 手数料の40%(48,000) *1,*2
再審事件 200,000 55,000 手数料の40%(80,000) *1,*2,*4

＋2項目以降の請求項加算額 6,500 5,500 手数料の40%(2,600) *1,*2
訴訟事件 900,000 手数料の40%(360,000) *1,*2,*4
特許法第150条による証拠保全事件 250,000 *2
審判等費用額の請求 30,000
口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭 80,000 *2
資料及び証拠の蒐集、検討 80,000 *2
警告書等送付 90,000 *2,*3,*4,*5
特許侵害事件に係る交渉等 日当に準じる *2

*1 謝金の手数料には基本手数料と請求項毎の追加料金を含む。ただし、印紙代は含まない。
*2 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%を上限に増減することがある。
*3 手続に必要な口頭鑑定を含む。
*4 弊事務所で出願を受任した特許に関する場合は、手数料を40%を上限に減じることがある。
*5 同一事件についての2度目以降の警告書等送付時は、手数料を75%を上限に減じることがある。
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【その他】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

出願人名義変更届（１件当たり） 12,500 4,400
 住所、氏名、印鑑等の変更届（１件当たり） 12,500

 特許法第30条による学術団体等の指定申請 20,000
料金納付 9,500
既納手数料返還請求 9,500
登録申請（１件当たり） 40,000 登録免許税参照

 住居表示変更による登録申請（１件当たり） 12,500
 却下理由通知の弁明書の提出（１件当たり） 55,000 *1,*6

既納手数料返還請求 9,500
権利継続管理（１年１件につき） 9,500 *4
登録後の代理人受任申請 9,500

 出願審査請求の管理（１件につき） 9,500 *7
権利回復申請 40,000
調査（１時間当たり） 15,000 *5

 出願及び出願審査の請求に関する口頭鑑定 45,000 *1,*6
 出願及び出願審査の請求に関する書面鑑定 180,000 *1,*6

 出願及び出願審査の請求以外の口頭鑑定 90,000 *1,*6
 出願及び出願審査の請求以外の書面鑑定 360,000 *1,*6

証明申請 12,500 1,500
原簿謄本申請（紙原簿） 9,500 350
登録時後記載書類の交付請求 9,500 900
書類閲覧申請 9,500 1,400
証明再交付申請 11,000 3,900
顧問料（月額） 30,000
日当（１日） 80,000 *3
交通費 実費
宿泊費 実費

 共同出願等複数依頼者より受任事件の割り増し手数料 実費
 印書又は文字情報入力代(A4判1ページにつき) 5,000 *2

通信費等 実費

*1 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%を上限に増減することがある。
*2 依頼人が手続上必要な文面や図面を準備した場合、弊事務所業務負担の軽減を勘案して印書代を減額又は免除することがある。
*3 拘束時間(移動時間等・準備時間を含む)が8時間に満たない場合は時間割にて計算する。
*4 当所にて特許料等の納付を行う場合、納付手数料のみを請求する。
*5 3時間で40,000円、以後1時間ごとに10,000円とする。
*6 弊事務所で出願を受任した特許に関する場合は、手数料を40%を上限に減じることがある。
*7 当所にて出願審査請求書の提出を行う場合、出願審査請求書提出手数料のみを請求する。

【実用新案関係】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

実用新案登録出願 110,000 14,000 *1,*3,*4
優先権主張伴う実用新案登録出願 80,000 14,000 *1,*2,*3,*4

 特許出願から実用新案登録出願への出願変更 70,000 14,000 *1,*2,*3,*4
 意匠登録出願から実用新案登録出願への出願変更 90,000 14,000 *1,*2,*3,*4

 ＋2項目～10項目請求項加算額(1項につき) 9,000
 ＋11項目～20項目請求項加算額(1項につき) 6,000

 ＋21項目以降請求項加算額(1項につき) 3,000
＋国内における優先権の主張 13,000

 ＋２以上の優先権の主張加算額(1件につき) 9,000
 ＋タイプ代(5ページを超える明細書の1ページにつき) 4,000

＋図面代(1図面につき) 4,000
＋図面電子化手数料(1図面につき) 1,500
＋1～3年分の実用新案登録料 24,900 *5

 ＋2項目以降請求項加算額(1項につき) 2,100 *5
 手続補正書またはその他の中間手続 40,000 *2,*3

 ＋増加する請求項加算額(1項につき) 9,000 2,100 *2,*3
実用新案技術評価の請求 9,500 42,000

＋２項目以降請求項加算額 1,000
実用新案登録訂正書の提出 40,000 1,400

 実用新案技術評価書に関する口頭鑑定 60,000 *3
 実用新案技術評価書に関する書面鑑定 240,000 *3

*1 願書・明細書(5ページ)・請求の範囲(請求項数1)・要約書を含む。
*2 弊事務所で基礎出願受任の場合に限る。
*3 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%の範囲で増減することがある。
*4 依頼人が弊事務所の準備する書式の発明表を作成した場合、20%を上限に手数料を減額することがある。
*5 4年目以降の権利存続には実用新案法第31条1項に定められる実用新案登録料が必要。
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【意匠出願】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

意匠登録出願 80,000 16,000 出願報酬の40%(32,000) *1,*2
関連意匠登録出願 60,000 16,000 出願報酬の40%(24,000) *1,*2,*3

 特・実出願から意匠登録出願への出願変更 60,000 16,000 出願報酬の40%(24,000) *1,*2,*3
補正却下後の新出願 40,000 16,000 出願報酬の40%(16,000) *1,*2,*3

＋新規性喪失例外規定適用申請(刊行物記載) 21,000
＋新規性喪失例外規定適用申請(刊行物記載以外) 40,000
＋秘密意匠加算額 5,100
＋図面代(1図面につき) 4,000
＋図面電子化手数料(1図面につき) 1,500
＋物品の説明手数料 12,500

*1 出願報酬には印紙代を含まない。
*2 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%を上限に増減することがある。
*3 弊事務所で基礎出願受任の場合に限る。

【意匠登録出願中間処理】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

方式補正 12,500
早期審査に関する書類の提出 12,500
先行意匠調査 特許調査に準ずる *3
意見書 60,000 手数料の40%(24,000) *1,*2,*4,*5
手続補正書又はその他の中間手続 60,000 手数料の40%(24,000) *1,*2,*4,*5
審査官等との面接 35,000 *1

*1 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%を上限に増減することがある。
*2 意見書と手続補正書を同時提出する場合、手数料を40%を上限に減額することがある。
*3 主に日本国意匠文献調査と報告書作成。
*4 弊事務所で受任の出願の場合は、意見書・手続補正書自体について謝金の請求は行わない。
*5 意見書と手続補正書を同時提出する場合、手数料を40%を上限に減額することがある。

【意匠登録査定時】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

料金納付 9,500 8,500 *1

*1 2年目以降は意匠法42条1項に定められる意匠登録料が必要。

【商標登録出願】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

商標登録出願 60,000 21,000 出願報酬の40%(24,000) *1,*2
 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 42,000 15,000 手数料の40%(16,800) *1

団体商標出願人適格立証書面の提出 20,000
防護標章登録出願 60,000 42,000 出願報酬の40%(24,000) *1,*2

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 42,000 30,000 手数料の40%(16,800) *1
防護標章権存続期間更新登録出願 35,000 42,000 出願報酬の40%(14,000) *1

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 25,000 30,000 手数料の40%(10,000) *1
 商標権存続期間更新登録申請(10年) 48,000 151,000

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 34,000 151,000
 商標権存続期間更新登録申請(5年) 48,000 101,000

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 34,000 101,000
期間経過後の商標権存続期間更新登録申請 48,000 302,000

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 34,000 302,000
書換登録申請 40,000

＋２区分目以降加算額(1区分につき) 28,000
 出願変更（同一の法律に基づく他の出願に変更する場合） 24,000 21,000 出願報酬の40%(9,600) *1,*2

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 15,000 15,000 手数料の40%(6,000) *1
商標登録出願の分割 40,000 21,000 手数料の40%(22,000) *1,*2

 ＋２区分目以降加算額(１区分付き) 28,000 15,000 手数料の40%(11,200) *1
＋図面代(1図面につき) 4,000
＋図面電子化手数料(1図面につき) 1,500

博覧会出品の特例の申請 40,000 *2

*1 出願報酬、手数料には印紙代を含まない。
*2 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%を上限に増減することがある。
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【商標登録出願中間処理】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

方式補正 9,500 *2
情報提供(刊行物記載) 45,000 *2

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 30,000
情報提供(刊行物記載以外) 75,000

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 50,000
意見書又はその他の中間手続 60,000 手数料の40%(24,000) *2,*3,*4

 ＋２区分目以降加算額(１区分につき) 38,000 手数料の40%(15,200) *2,*3,*4
手続補正書 60,000 手数料の40%(24,000) *2,*3,*4

 ＋増加する区分加算額(1区分につき) 42,000 15,000 手数料の40%(16,800) *1
審査官等との面接 35,000

*1 手数料には印紙代を含まない。
*2 事件の難易度・緊急度に応じ、手数料を20%を上限に増減することがある。
*3 意見書と手続補正書を同時提出する場合、手数料を40%を上限に減額することがある。
*4 弊事務所で受任の出願の場合は、意見書・手続補正書自体について謝金の請求は行わない。

【商標登録査定時】
手数料(円) 印紙代(円) 謝金(円) 備考

料金納付(10年) 9,500 66,000
 ＋2区分目以降加算額(1区分につき) 66,000

料金納付(5年) 9,500 44,000
 ＋2区分目以降加算額(1区分につき) 44,000

項目

項目


